
生駒市規則第２号 

 生駒市農業委員会の委員等の報酬に係る成果実績額の支給に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年１月１６日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市農業委員会の委員等の報酬に係る成果実績額の支給に関する規則の

一部を改正する規則 

 生駒市農業委員会の委員等の報酬に係る成果実績額の支給に関する規則（平成

３０年３月生駒市規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

 （支給額） 

第２条 市長は、農地利用最適化交付金事業実施要綱（平成２８年３月２９日付

け２７経営第３２７８号農林水産事務次官依命通知）第３に規定する活動実績

に応じた交付金及び成果実績に応じた交付金（以下これらを「農地利用最適化

交付金」という｡)を財源として、次に掲げる額を合算した額を成果実績額とし

て委員等（当該年度の途中で退任した委員等を含む。以下同じ｡)に支給する。 

 (1) 農地利用最適化交付金のうち活動実績に応じた交付金の額を委員等の活

動（農地利用最適化交付金事業実施要綱第３の１の(1)に規定する活動をい

う。以下同じ｡)の時間に応じてあん分した額 

 (2) 農地利用最適化交付金のうち成果実績に応じた交付金の額を委員等（当

該年度において活動の実績がある委員等に限る｡)の人数及び在職月数に応じ

てあん分した額 

２ 前項の規定による委員等の成果実績額と農地利用最適化交付金の額との間に

差額が生じたときは、当該差額を農業委員会の会長に支給する額に加算するも

のとする。 



 第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

 （支給の時期） 

第３条 成果実績額は、農地利用最適化交付金の交付を受けた後に、一括して支

給するものとする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から支給する。 


